
在デンバー日本国総領事館 領事部 

平成２８年メールマガジン第９号（２０１６年４月１２日送信） 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

【今号の内容】 

 衆議院北海道第５区および京都府第３区の補欠選挙に伴う在外選挙

（確定）について 

 在外選挙人名簿登録申請について 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 衆議院北海道第５区および京都府第３区の補欠選挙に伴う在外選挙（確定）に

ついて 

衆議院北海道第５区および京都府第３区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙が，以下の

とおり実施されます。 

  

１． 補欠選挙の対象区 

 

衆議院北海道第５区：札幌市厚別区，江別市，千歳市，恵庭市，北広島市，石狩市，北

海道石狩振興局管内 

 

衆議院京都府第３区：京都市伏見区，向日市，長岡京市，乙訓郡 

 

２． 投票することができる方 

 

上記１の選挙管理委員会名が記載されている在外選挙人証をお持ちの方 

 

３． 在外選挙の日程 

 

  在外公館投票日        ：平成２８年４月１３日（水） （確定） 

 

４． 投 票 方 法        

 

「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して

投票することができます。あなたにあった投票方法を知るには以下をご覧ください。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html 

 

 在外公館投票   

 

投票日時： ４月１３日（水）午前９時３０分から午後５時まで 

投票場所： 在デンバー日本国総領事館待合室またはその他の在外公館 

持参すべき書類： （１）在外選挙人証 （２）旅券等の身分証明書 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html


 

在外公館投票を実施する公館につきましては、以下をご覧ください。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html 

  

 郵便等投票    

 

（１）上記１．に記載されている市区町村のうち，ご自身が登録している市町村の選挙

管理委員会の委員長に対して，直接，投票用紙等を請求してください。請求の際は在外

選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は，在外選挙人証とともにお配りした「在

外投票の手引き」からコピーするか，以下よりダウンロードしてください。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html 

 

（２）投票用紙が送られてきたら，補欠選挙の告示日の翌日（４月１３日）以降に，投

票用紙に投票する候補者名を記入して，上記選挙管理委員会の委員長へ郵送（国際宅配

便送付）してください。 

 

（３）国内投票日の４月２４日（日）の投票所が閉じられる時刻（原則午後８時）まで

に，投票所に到着するよう，登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありま

すので，注意してください。 

 

 日本国内における投票    

 

 在外選挙期間中に一時帰国する場合や，帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの

間（転入届提出後３か月間）は，登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等

で，在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは，登録先の各市町村選

挙管理委員会にお尋ねください。 

 

  告 示 日        ：平成２８年４月１２日（火） 

日本国内の投票日：平成２８年４月２４日（日） 

 

 

 在外選挙人名簿登録申請について 

 

まだ在外選挙人証をお持ちでない方は，ぜひ在外選挙人名簿登録申請をして在外選挙

人証を取得してください。取得までに２～３ヶ月かかることもありますので，どうぞ早

めにお手続きください。 

 

在外選挙登録の申請手続きについて知りたい方は以下をご覧ください。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html


http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html 

   

なお，只今に限り，北海道５区および京都府第３区の市区町村選挙管理委員会を宛先

とする在外選挙人名簿登録申請，在外選挙人証記載事項変更届または在外選挙人証再交

付申請をこれからされる方は，投票用紙等の同時請求を，当館を通じて行うことができ

ます。ただし，告示日（４月１２日）から国内投票日（４月２４日）までの間は選挙人

名簿への登録は行われないので，期日間近に申請・請求される場合，登録・交付が間に

合わなくなる可能性があります。この点どうぞご注意ください。 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

在デンバー日本国総領事館 領事部 

Consulate-General of Japan in Denver 

1225 17th Street, Suite 3000 

Denver, CO 80202 

TEL:303-534-1151 

FAX:303-534-3393 

E-mail: cgjd-consular@de.mofa.go.jp 

Website: http://www.denver.us.emb-japan.go.jp 
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